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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　堤防又は傾斜堤の天端被覆コンクリート内に設置される筒体と、通常は当該筒体の上端
開口を密閉する蓋体と、その筒体内に堤体土の沈下に伴い沈下する沈下板と、その一部に
定規が挿入可能な開口とこの開口を開放する取手を設けた逆止弁とを備え、前記蓋体が、
水位の上昇によって堤体が受ける揚圧力により、前記筒体内部に生じる圧縮空気により吹
き飛ばされて離脱可能とされていることを特徴とする空洞量点検兼用圧力除去装置。
【請求項２】
　堤本体土の中に装置本体の下部と検知棒を取り付けた円形沈下板を埋め込み、裏込め材
を敷き均した後に、天端被覆コンクリートを打設することを特徴とする請求項１記載の空
洞量点検兼用圧力除去装置の設置工法。
【請求項３】
　割栗石を敷き均した後に、その表面から所定深さ下げたところに、吸出し防止シートを
敷き、その上に筒形枠を設置し、同型枠中央に装置本体を設置して、型枠内部に砂を充填
した後に、天端被覆コンクリートを打設することを特徴とする請求項１記載の空洞量点検
兼用圧力除去装置の設置工法。
【請求項４】
　空洞量点検兼揚圧力除去装置を堤体に所定の間隔をもって複数ヵ所設置したことを特徴
とする請求項２乃至請求項３のいずれかに記載の空洞量点検兼用圧力除去装置の設置工法
。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、土木分野における堤体を構築する海岸、河川堤防本体に設けられている天端
被覆コンクリート下面に発生する空洞化現象を早期発見し、グラウト充填注入等で空洞部
分を補強し、水位の上昇に伴い堤体基盤に作用する揚圧力を天端被覆コンクリート上部に
放散させることで、堤防の崩壊を未然に防止する装置及びその設置工法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　堤防は土で作ることが原則とされているが、堤防崩壊の要因は、水の浸透、越水、浸食
、基盤漏水であった。これらの要因から堤防を守るために、堤防本体表面を、現場打ちコ
ンクリート又はコンクリート二次製品ブロックで被覆していたが、被覆部下面に空洞が発
生するような部分的な崩壊に対しては逐次復旧工事とそれに係る費用を要していた。また
、近年は地球温暖化の一つの現象とも言われる集中豪雨が多発し、海面が上昇し、とくに
日本海北陸沿岸地域では、寄り回り波による防波堤、防潮堤の崩壊事例が多数報告されて
おり、復旧費用も甚大なものなっている。このように、従来からコンクリート土木構造物
における底版下部の地盤沈下や空洞対策には苦慮し、構造物に変状や被災現象が発生して
から、その都度多額の補修費を費やしていた。つまり、構造物の地盤にどの程度の沈下や
空洞が発生し進行しているかを事前に検測することが困難であり、その対応が後手に回っ
ていた。
【０００３】
　現在、堤防天端被覆コンクリートの点検に際しては、目視で把握できる変状確認には限
界があるため、空胴監視孔による点検、地中レーダー探査、ボーリング、打線、深浅測量
等を行なっているが、そのためには、新たに空洞監視孔を設ける必要があった。しかしな
がら、この方法は、準備・実施期間・費用等が嵩み、また、結果が集約されるまでに相当
の時間を要しているのが実情であった。
【０００４】
　例えば、大型土木構造物（コンクリート及び鋼とコンクリート複合構造物）における底
版下の地盤沈下量の観測にあたっては、構造物側近の地盤を掘削し、伸縮自在な計測管を
挿入し、計測管内に地上から吊り下ろす沈下計ゾンデにより沈下素子の位置を検出し、そ
の深さを測定テープで測定する地盤沈下量測定装置（特許文献１参照。）。構造物の外側
付近に立杭を掘削し、この中に金属管を挿入して構造物底版下まで推進到達させ、この金
属管内に超小型カメラを挿入しその映像をモニターで目視して地盤沈下・空洞化量の有無
を判別する調査方法（特許文献２参照。）。軟弱地盤の沈下にしたがって適宜屈曲する可
撓性を備えた非磁性体からなる長尺部材を挿入し、この長尺部材に通電することにより励
起する電気マーカーを所定の間隔で配置し、長尺部材に近接して非磁性体よりなる測定管
を平行に挿入し、この測定管内に磁気検知器を吊り下げ、磁気マーカーの磁界を測定して
地盤沈下量を測定する方法（特許文献３参照。）。外筒とそれに内接する内筒との隙間に
伸縮性筒状体を張設して外筒と内筒を連結することにより、内筒の移動が自由になり地盤
沈下測定を容易かつ迅速に行うことができ、地盤沈下の状況を把握すると共にグラウト注
入孔を兼用した装置（特許文献４参照。）。樋門、樋管、暗渠等のコンクリート二次製品
及び現場打コンクリート構造物に地盤沈下、空洞、地下水位を測定する検測機器が装填可
能な検査孔をグラウト孔とは別に独立して設けた地盤沈下測定方法（特許文献５参照。）
なども提案されている。とくに特許文献４には、外筒とそれに内設する内筒との隙間に伸
縮性の筒状体を張設して、外筒と内筒を連結することにより、内筒の移動が自由になり、
地盤沈下の測定を容易かつ迅速に行い、地盤沈下の状況の把握を適切に行い、グラウト注
入作業を迅速的確に行なう地盤沈下の測定兼グラウト注入装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特公昭６２－５４９２４号公報
【特許文献２】特許第３８２０６５２号公報
【特許文献３】特公平３－２６７２９号公報
【特許文献４】特許第３５９２１９０号公報
【特許文献５】特開２０１０－９０６６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記先行技術は、いずれもコンクリート構造物（例えば、樋門・樋管・
水門等）を設置対象としたものであり、地盤沈下空洞量測定又はグラウト注入孔を兼用す
る点までは考察されているものの、海岸・河川堤防又は傾斜堤体本体は、水位の上昇に伴
い堤防基盤面に揚圧力が発生し、曳いては堤防崩壊に繋がるおそれがあり、これを解消す
るものとはなっていない。
　本発明は、前記従来の課題に基づき、堤防の天端被覆コンクリート下面の地盤沈下によ
る空洞量を測定し、当該空洞量に応じたグラウト充填注入を行ない、補強はもとより堤防
基盤面にかかる揚圧力の除去性能を備えた測定装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このため本発明空洞量点検兼用圧力除去装置は、堤防又は傾斜堤の天端被覆コンクリー
ト内に設置される筒体と、通常は当該筒体の上端開口を密閉する蓋体と、その筒体内に堤
体土の沈下に伴い沈下する沈下板と、その一部に定規が挿入可能な開口とこの開口を開放
する取手を設けた逆止弁とを備え、前記蓋体が、水位の上昇によって堤体が受ける揚圧力
により、前記筒体内部に生じる圧縮空気により吹き飛ばされて離脱可能とされていること
を第１の特徴とする。また、その設置工法を、堤本体土の中に装置本体の下部と検知棒を
取り付けた円形沈下板を埋め込み、裏込め材を敷き均した後に、天端被覆コンクリートを
打設することを第２特徴とする。さらに、割栗石を敷き均した後に、その表面から所定深
さ下げたところに、吸出し防止シートを敷き、その上に筒形枠を設置し、同型枠中央に装
置本体を設置して、型枠内部に砂を充填した後に、天端被覆コンクリートを打設すること
を第３の特徴とする。さらに、空洞量点検兼揚圧力除去装置を堤体に所定の間隔をもって
複数ヵ所設置したことを第４の特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、以下の優れた効果がある。
（１）海岸・河川堤防、又は傾斜堤の天端被覆コンクリートに本発明装置を取り付けて観
察することにより、空洞化現象の早期発見、対策が可能になる。尚且つ、水位の上昇に伴
い堤防基盤面に発生する揚圧力を放散することで、堤防本体の崩壊を未然に防ぐことがで
きる。
（２）いつでも必要に応じて、堤防天端被覆コンクリート下面の沈下による空洞状況を容
易に観測できる。
（３）定点観測はもとより、風水害、地震、津波、高潮等の発生時には、事態の終息後直
ちに変動測定することができ、被災状況に応じた復旧を迅速且つ的確に行なうことができ
る。
（４）筒体を介してグラウト充填作業を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る空洞量点検兼用揚力除去装置を、堤防（防潮堤、高潮提）及び傾斜
堤に設置した状態を模式的に示す断面図である。
【図２】本発明に係る空洞量点検兼用揚力除去装置を設置した状態を示す拡大断面図であ
る。
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【図３】本発明に係る空洞量点検兼用揚力除去装置の作動状態を模式的に示す断面図であ
る。
【図４】本発明に係る空洞量点検兼用揚力除去装置の構造図である。
【図５】本発明に係る空洞量点検兼用揚力除去装置の蓋体及び逆止弁装置の一例を示す構
造図である。
【図６】本発明に係る空洞量点検兼用揚力除去装置の蓋体及び逆止弁装置の他の例を示す
構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面に基づいて本発明に係る空洞量点検兼用揚力除去装置を、堤防（防潮堤・高
潮堤）１、傾斜堤２に設置した実施形態を説明するが、便宜上、同様の構成要素には同一
の参照符号を付して説明する。
　空洞量点検兼用揚圧力除去装置１５、１６、１７は、常時においては、筒体１８、１９
、２０の装置上端部に蓋２９、３０を取付けて、堤防管理車両・人の通行を円滑にし、空
洞量点検及びクラウド充填注入時には蓋２９、３０を取り外して作業をし、また、揚圧力
発生時には堤体内部の圧力が上昇し、装置上端に取り付けた蓋２９、３０を飛ばし、内部
圧力を放散するようにされている。
【実施例】
【００１１】
　図１は、本発明に係る空洞量点検兼用揚力除去装置（以下、単に同装置という）１５、
１６、１７を堤防１及び傾斜堤２に設置した状態を示す断面図で、堤防１については、天
端被覆コンクリート３の下層は、堤体土７上層に裏込め材４が敷き均された構成とされて
いる。堤体土７の中に同装置１５の下部を埋め込み設置する。尚、１５は同装置に検知体
２６付円形沈下板２４を取り付けた装置。１６、１７は同装置に角型沈下板２５を取り付
けた装置である。
【００１２】
　傾斜堤２については、図１（Ｂ）及び図１（Ｃ）に示すように、天端被覆コンクリート
３下層の構成が、捨てコンクリート６が打設されている場合と、捨てコンクリート６が打
設されていない場合がある。図中一点鎖線で表示した中心線Ｌから左側半分は、割栗石５
と裏込め材４を敷設した場合であり、右側半分は捨てコンクリート６と裏込め材４を敷設
した場合を示す。装置１５下端の円形沈下板２４は、堤体土７中に埋め込み、同装置１６
、１７下端の角形沈下板２５は割栗石５の中に埋め込み、裏込め材４の表面に載置する。
尚、同装置本体の主材料は、ステンレス、スチール、硬質塩化ビニール製で、スチール部
分は亜鉛メッキを施し、防錆効果を高めている。
【００１３】
　図２は、同装置１５、１６、１７が設置された拡大断面図であり、設置手段として、図
２（ａ）に示すように、同装置１５は、堤本体土７の中に同装置１５本体の下部と検知棒
２６を取り付けた円形沈下板２４を埋め込み、裏込め材４を敷き均した後に、天端被覆コ
ンクリート３を打設する。図２（ｂ－１）及び図２（ｃ－１）に示すように、同装置１６
、１７では、左側は割栗石５を敷き均した後に、その表面から所定の深さ（数センチ）下
げたところに、吸出し防止シート９を敷き、その上に円筒形枠１０を設置し、同型枠中央
に同装置１６、１７を設置して、型枠内部に砂１１を充填後に、天端被覆コンクリート３
を打設する。
　図２（ｂ－２）及び図２（ｃ－２）においては、裏込め材４を敷き均した後に、その表
面に吸出し防止シート９を敷く。その上に円筒形枠１０を設置、同型枠中央に同装置１６
、１７を設置してから型枠内部に砂１１を充填後に天端被覆コンクリート３を打設する。
【００１４】
　図２の手順で設置された装置１５、１６、１７は、図３に示すような動きを示すもので
、同装置１５は沈下１２に対し、堤体土７が沈下１２現象を起こすと共に、円形沈下板２
４が反応を示して降下し始める。また、図１のように、水位８が上昇して、堤体に揚圧力
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１３が発生する。発生した揚圧力１３は上昇して円形沈下板２４に取り付けられた、沈下
検測装置内筒管２１の内部を通り抜け、圧縮空気１４となり、逆止弁装置２７を押し上げ
て、その勢いで蓋体２９を噴き飛ばす。噴き飛ばされた蓋体２９は、紛失しないように、
連結鎖３１で結ばれている。同装置１６、１７については、同装置１５同様に地盤沈下に
追随して下降動作が起こり、揚圧力現象が発生した場合も同様の作動をする。
【００１５】
　図４に示すように、同装置１５は装置外筒管１８内に沈下検測用内筒管２１及びその下
端に検知棒２６を取付けた円形沈下板２４を装着している。空洞量測定に当っては、装置
外筒管１８上端の蓋体２９を取り外し、装置外筒管１８内部に取り付けた逆止弁装置２７
の解放取手３２を開き、定規等を挿入し、沈下装置測定内筒管２１上端に到達させて、空
洞量を同装置１５上端で計測する。
【００１６】
　揚圧力１３は、沈下装置検測内筒管２１内部を抜けて、圧縮空気１４が逆止弁装置２７
を押し上げ、その勢いで蓋体２９が飛ばされて圧力が放散される。飛ばされた蓋体２９は
、紛失しないように、連結鎖３１で結ばれている。また、天端被覆コンクリート３の上面
を堤防管理車両が通過し、同蓋２９に輪荷重が負荷されるおそれがあるので、耐荷重性能
構造としている。
【００１７】
　空洞部へのグラウト充填注入作業は、蓋体２９を取り外し充填注入作業が可能である。
同装置外筒管１８、１９の上部には、固定金具３３を取付けており、装置設置時完了後に
移動しないように、他の支持金具に緊結する。同装置１５が設置完了後に装置外筒管２１
下端と円形孔沈下板２６の接触面から浸水しないように、円形ゴム製パッキン３４を取付
けている。
【００１８】
　同装置１６は、１５と同様の構造であり、角形沈下板２５を取付け、検知棒２６を装着
していない。揚圧力１３は、沈下検測装置内管２２内部を抜け、天端被覆コンクリート３
上面に放散される。同装置１７は１５と同様の構造であるが、角形沈下板２５を取付け、
検知棒２６を装着していない。装置外筒管２０内部に沈下検測用棒２３を取付けて、角形
沈下板２５に固定している。角形沈下板２５には、揚圧力抜き孔３７を数箇所設けて、揚
圧力１３が同装置外筒管２０内に滞留し易くしており、装置外筒管２０と角形沈下板２５
の接触面には、浸水防止の角形ゴム製パッキング３５を取付けている。
【００１８】
　図５は、同装置の蓋体２９、逆止弁装置２７の構造図である。連結鎖３１で吹き飛ばさ
れた蓋体２９が紛失されないように、同装置１５、１６に結んでいる。蓋体２９上を車両
が通過するおそれがあるので、耐荷重構造とし、雨水浸水防止及び輪荷重が上載された時
の緩衝ゴムパッキング４０を装着している。逆止弁装置２７は圧縮空気１４が容易に除去
されるように、弾性ゴム板３８を固定板３９にビス４１で止めて、変形・移動しない構造
としている。図６は、同装置１７の蓋体３０、逆止弁装置２８の構造図であり、連結鎖３
１で吹き飛ばされて紛失しないように、同装置１７に結んでいる。蓋体３０上を車両が通
過するおそれがあるので、耐荷重構造としている。
【符号の説明】
【００１９】
１　　　堤防（防潮提・高潮堤）
２　　　傾斜堤
３　　　天端被覆コンクリート
４　　　裏込材
５　　　割栗石
６　　　捨コンクリート
７　　　堤体土
８　　　水位



(6) JP 6029015 B2 2016.11.24

10

20

30

９　　　吸出し防止シート
１０　　円筒型枠
１１　　砂
１２　　沈下
１３　　揚圧力
１４　　圧縮空気
１５　　ステンレス製検知棒付空洞量点検兼用圧力除去装置
１６　　スチール製空洞量点検兼用圧力除去装置
１７　　硬質塩化ビニール製空洞量点検兼用圧力除去装置
１８　　装置外筒管（ステンレス製）
１９　　装置外筒管（スチール亜鉛メッキ製）
２０　　装置外筒管（硬質塩化ビニール製）
２１　　沈下装置検測内筒管（ステンレス製）
２２　　沈下装置検測内筒管（スチール亜鉛メッキ製）
２３　　沈下装置検測棒（スチール亜鉛メッキ製）
２４　　円形沈下板
２５　　角形沈下板
２６　　検知棒
２７　　逆止弁装置
２８　　硬質塩化ビニール製装置用逆止弁装置
２９　　蓋体
３０　　硬質塩化ビニール製装置用蓋体
３１　　連結鎖
３２　　解放取手
３３　　装置本体固定金具
３４　　円形ゴム製パッキング
３５　　角形ゴム製パッキング
３６　　水抜き孔
３７　　揚圧力抜き孔
３８　　弾性ゴム板
３９　　固定板
４０　　緩衝ゴムパッキング
４１　　ビス
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